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１）老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ請求

－ 略 －

計算例】

減額率・増額率 60歳・70歳で請求

繰上げ請求 0.5％／月 × 60月 ＝ 30％ 最高の減額率

繰下げ請求 0.7％／月 × 60 月 ＝ 42％ 最高の増額率

下追加原稿です。

老齢基礎年金を繰上げ請求した場合の主なデメリット

寡婦年金の受給者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、寡婦年金の受給権は消滅

する（1-9 節参照）

・国民年金に任意加入中の方は繰上げ請求できない。また、繰上げ請求後に任意加入すること

もできない

・老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、障害基礎年金を請求することができなくなる

老齢給付のポイント


